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議案第５８号 

令和２年度射水市一般会計補正予算（第５号） 

 

議案第５９号 

令和２年度射水市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 

議案第６０号 

令和２年度射水市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第６１号 

令和２年度射水市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

議案第６２号 

令和２年度射水市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

議案第６３号 

令和２年度射水市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 

  以上６議案については、別途説明につき説明省略 
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議案第６４号 

射水市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 （説 明） 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和２年厚生労働

省令第４０号）の施行に伴い、本市条例について所要の改正を行うもの。 

 

１ 改正内容 
 (1) ０～２歳児（以下「乳幼児」という。）を対象としている家庭的保育事業者等につい 
  ては、家庭的保育事業所等の卒園後の受入先となる保育所、幼稚園又は認定こども園（以 
  下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならないとしているが、市が卒園後 
  に引き続き必要な教育又は保育が提供されるための措置を講じることにより、連携施設 
  を確保することに代えることができることとするもの。 
 (2) 保護者の疾病等の理由により、家庭において乳幼児を養育することが困難な場合、居 
  宅訪問型保育の提供を受けることができることを本条例において明確化するもの。 
 (3) 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等が不足して 
  いることに鑑み、小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に 
  係る特例として、次のとおり規定するもの。 
  ア 小規模保育事業所Ａ型で必要な保育士の配置（以下「必要保育士数」という。）は

児童の年齢別の人数に応じて定める必要な保育士の数（以下「配置基準」という。）

に１を加えた数としているところ、配置基準が１の場合、保育士と同等の知識及び経

験を有すると市長が認める者を配置することで、必要保育士数を１人とすることがで

きる。 
イ 保育所型事業所内保育事業所の必要保育士数は２人を下回ることはできないとし

ているところ、配置基準が１の場合、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が

認める者を配置することで、必要保育士数を１人とすることができる。 
  ウ 保育士が必要保育士数の３分の２以上配置されている場合、幼稚園教諭若しくは小

学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を、保育士とみなすことができる。 
  エ 保育士が必要保育士数の３分の２以上配置されており、１日につき８時間を超えて

開所する場合において、必要保育士数が利用定員の総数に応じて置かなければならな

い保育士の数を超えるときは、その超えた数を限度として、市長が保育士と同等の知

識及び経験を有すると認める者を保育士とみなすことができる。 
 (4) 小規模保育事業（Ｃ型を除く）及び事業者内保育事業において、保健師又は看護師 
  を１人に限り保育士とみなすことができるとしているところ、新たに准看護師を保育 
  士とみなすことができることとするもの。 
２ 施行期日 
  条例公布の日 
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議案第６５号 

射水市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 （説 明） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和２年内閣府令第３３号）の施行に伴い、本市

条例について所要の改正を行うもの。 

 

１ 改正内容 
  ０～２歳児を対象としている特定地域型保育事業者については、特定地域型保育事業所 

 の卒園後の受入先となる保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。） 

 を適切に確保しなければならないとしているが、市が卒園後に引き続き必要な教育又は保 

 育が提供されるための措置を講じることにより、連携施設を確保することに代えることが 

 できることとするもの。 

２ 施行期日 
  条例公布の日 
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議案第６６号 

 射水市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 （説 明） 

 妊産婦の医療費助成に関する事務を行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第９条第２項

の規定により、個人番号（マイナンバー）を利用し、情報連携を行うことができる事務とし

て規定するもの。 

 

１ 改正内容 

  番号法第９条第２項の規定により、個人番号（マイナンバー）を利用し、地方税関係情 

 報及び住民票関係情報の情報連携を行うことができる事務として、射水市妊産婦医療費助 

 成に関する条例（平成１７年射水市条例第１４１号）による妊産婦の医療費助成に関する 

 事務を追加するもの。 

２ 施行期日 

  条例公布の日 
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議案第６７号 

 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

 （説 明） 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。

以下「省令」という。）の一部改正に伴い、本市条例について所要の改正を行うもの。 

 

１ 改正内容 

  放課後児童支援員は、都道府県知事又は指定都市の長が行う資格研修を修了した者でな 

 ければならないこととしているところ、省令の一部改正により当該研修について、令和２ 

 年度から中核市の長も実施できることとなったことから、本条例で定める放課後児童支援 

 員の資格に関する規定についても同様に改正するもの。 

２ 施行期日等 
 (1) 施行期日 
   条例公布の日 
 (2) 適用期日 
   令和２年４月１日 
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議案第６８号 
 動産の取得について 
 （説 明） 

 令和２年８月４日に条件付き一般競争入札に付した射水市立小中学校児童生徒用タブレ

ット端末の購入について、議会の議決を求めるもの（地方自治法第９６条第１項第８号、同

法施行令第１２１条の２第２項（別表第４）、射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条）。 

 
名  称 数量 取得の方法 取得価格 契約の相手方 納 期 

射水市立小中学

校児童生徒用タ

ブレット端末 

5,775台 条件付き一般

競争入札によ

る契約 

257,276,250円 

（うち消費税等 

23,388,750円） 

富山市東田地方町一丁

目1番30号 

西日本電信電話株式会

社富山支店 

支店長 宮﨑 俊之 

令和2年 

10月30日 

 

 

 

 

 

 

議案第６９号 
 動産の取得について 
 （説 明） 

 令和２年７月２１日に指名競争入札に付した高規格救急自動車の購入について、議会の議

決を求めるもの（地方自治法第９６条第１項第８号、同法施行令第１２１条の２第２項（別

表第４）、同法施行令第１６７条、射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条）。 

 
名  称 数量 取得の方法 取得価格 契約の相手方 納 期 

高規格救急自動車 １台 指名競争入札

による契約 

33,550,000円 

（うち消費税等 

3,050,000円） 

高岡市上四屋4番1号 

富山日産自動車株式会

社高岡支店 

支店長 久保 薫 

令和3年 

2月26日 
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議案第７０号 
 令和元年度射水市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 （説 明） 

  当年度純利益          ２７２，０７７，１４４円 …… (Ａ) 

  前年度繰越利益剰余金          ５７１，２４２円 …… (Ｂ) 

  その他未処分利益剰余金変動額  ２２２，０００，０００円 …… (Ｃ) 

  当年度未処分利益剰余金     ４９４，６４８，３８６円 …… (Ｄ) 

   （ (Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ) ） 

   

  利益剰余金処分額【剰余金処分計算書（案）】 

   資本金            ２２２，０００，０００円 

減債積立金          ２７２，０００，０００円 

  計            ４９４，０００，０００円 …… (Ｅ) 

   

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金（ (Ｄ)－(Ｅ) ） 

                                       ６４８，３８６円 

（剰余金の処分等＝地方公営企業法第３２条） 
 
 

 

議案第７１号 

 令和元年度射水市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 （説 明） 

  当年度純利益          ３８７，５２０，４９６円 …… (Ａ) 

  前年度繰越利益剰余金          ８４０，４８８円 …… (Ｂ) 

  その他未処分利益剰余金変動額  ３１６，０００，０００円 …… (Ｃ) 

  当年度未処分利益剰余金     ７０４，３６０，９８４円 …… (Ｄ) 

   （ (Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ) ） 

 

  利益剰余金処分額【剰余金処分計算書（案）】 

   資本金            ３１６，０００，０００円 

   減債積立金          ３８８，０００，０００円 

     計            ７０４，０００，０００円 …… (Ｅ) 

 

この結果、翌年度へ繰り越す利益剰余金（ (Ｄ)－(Ｅ) ） 

                                       ３６０，９８４円 

（剰余金の処分等＝地方公営企業法第３２条） 
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報告第１１号 

 令和元年度射水市健全化判断比率の報告について 

 （説 明） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規

定により、令和元年度決算に基づく射水市の健全化判断比率を監査委員の意見を付けて、議

会に報告するもの。 

 

健全化判断比率 
                                                              （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 
（１２．０８） 

― 
（１７．０８） 

９．２ 
（２５．０） 

８９．７ 
（３５０．０） 

備考 
  １ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率

が算定されない場合は、「－」を記載 
２ 括弧内は、本市の早期健全化基準 

 
 
報告第１２号 

 令和元年度射水市資金不足比率の報告について 

 （説 明） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の

規定により、令和元年度決算に基づく射水市水道事業会計、射水市下水道事業会計及び射水

市病院事業会計の資金不足比率を監査委員の意見を付けて、議会に報告するもの。 
 

資金不足比率 
特別会計の名称 資金不足比率（％） 

水道事業会計 資金不足額なし 

下水道事業会計 資金不足額なし 

病院事業会計 ６．６ 
備考 上記、いずれの会計も経営健全化基準は、２０．０％ 
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報告第１３号 

 令和元年度射水市継続費精算報告について（一般会計） 

（説 明） 
小杉社会福祉会館改修・改築事業費（平成３０年度から令和元年度までの２か年度）を継

続事業として施行してきたが、当該継続年度が終了したので、議会に精算報告するもの（地

方自治法施行令第１４５条第２項）。 

 
 小杉社会福祉会館改修・改築事業費 

事 業 費      １，１６９，２５０，０００円 
支出済額      １，１６５，３２５，６９０円 
不 用 額          ３，９２４，３１０円 

 
支出済額の内訳 

工 事 区 分 支 出 済 額（円） 契約の相手方 
監理業務委託 ２７，０００，０００ 株式会社福見建築設計事

務所 
代表取締役 堂田 重明 

建築主体工事 ８１７，５６０，０００ 牧田組・新高建設射水市

小杉社会福祉会館改修・

改築（建築主体）工事共

同企業体 
代表者 牧田 和樹 

電気設備工事 １２７，４４０，０００ 開進堂・萬葉電気工事射

水市小杉社会福祉会館改

修・改築（電気設備）工

事共同企業体 
代表者 水上 裕 

機械設備工事 １７９，８２０，０００ 織田・ばんどー工業射水

市小杉社会福祉会館改

修・改築（機械設備）工

事共同企業体 
代表者 織田 寿一 

建築主体付帯工事 １，８９０，０００ 株式会社牧田組 
代表取締役社長 
牧田 和樹 

電気設備付帯工事 ３，１３２，０００ 株式会社開進堂射水営業

所 
所長 水上 裕 

機械設備付帯工事 １，１６６，４００ 株式会社織田 
代表取締役 織田 寿一 
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花壇整備工事 ２，４０４，６００ 有限会社日新道路建設 
代表取締役 新道 清志 

屋外サイン工事 ４，７５３，３１６ 株式会社北辰工芸社 
代表取締役 井澤 知之 

電柱移設工事 ９７，８０３ 西日本電信電話株式会社 
富山支店長 花川 靖司 

電柱移設工事 ６１，５７１ 北陸電力株式会社富山送

配電支社配電・サービス

部 
部長 手谷 聡 

合     計 １，１６５，３２５，６９０  

継続費設定・変更可決の日 
  継続費設定可決の日 平成３０年３月１９日 
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認定第 １ 号 

令和元年度射水市一般会計歳入歳出決算認定について 

 
認定第 ２ 号 

令和元年度射水市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
認定第 ３ 号 

令和元年度射水市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

認定第 ４ 号 

令和元年度射水市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
（以上４件の認定について一括説明） 

（決算＝地方自治法第２３３条） 

 

 
 

備考 
一般会計の収支差引残額 1,557,532,726 円には、継続費に係る繰越財源 75,595,000 円及び繰越明許

費に係る繰越財源 313,835,752 円及び事故繰越しに係る繰越財源 5,000,000 円を含むので、実質収支

額は 1,163,101,974 円となる。 

介護保険事業特別会計の収支差引残額 53,496,468 円には、繰越明許費に係る繰越財源 2,574,000 円

を含むので、実質収支額は 50,922,468 円となる。 
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認定第 ５ 号 

令和元年度射水市水道事業会計決算認定について 

 （説 明） 

  当年度水道事業収益     ２，０３６，０６４，４６５円 …… (Ａ) 

  当年度水道事業費用     １，７６３，９８７，３２１円 …… (Ｂ) 

  差引当年度純利益        ２７２，０７７，１４４円 

  （ (Ａ)－(Ｂ) ） 

                                   （決算＝地方公営企業法第３０条） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定第 ６ 号 

令和元年度射水市下水道事業会計決算認定について 

 （説 明） 

  当年度下水道事業収益     ３，９６１，９０２，０７５円 …… (Ａ) 

  当年度下水道事業費用     ３，５７４，３８１，５７９円 …… (Ｂ) 

  差引当年度純利益         ３８７，５２０，４９６円 

  （ (Ａ)－(Ｂ) ） 

                                   （決算＝地方公営企業法第３０条） 
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認定第 ７ 号 

 令和元年度射水市病院事業会計決算認定について 

 （説 明） 

  当年度病院事業収益     ３，４７８，６９６，６４８円 

  当年度病院事業費用     ３，８０２，９９６，３７４円 

 差引当年度純損失        ３２４，２９９，７２６円 

  当年度未処理欠損金     ５，０３７，２０９，１９４円 …… (Ａ) 

 

  欠損金処理額【欠損金処理計算書】 

                            ０円 …… (Ｂ) 

   この結果、翌年度へ繰り越す欠損金（ (Ａ)－(Ｂ) ） 

                ５，０３７，２０９，１９４円 

                                   （決算＝地方公営企業法第３０条） 
 
 


